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南あわじ市定員適正化計画 

Ⅰ はじめに 

 当市は、平成1７年１月１１日、旧三原郡緑町、旧同郡西淡町、旧同郡三原町及び旧同

郡南淡町が合併して新たに誕生した地方公共団体です。合併に伴い、一部事務組合であっ

た三原郡広域事務組合の事務事業及び職員の身分も新市に引き継いだため、合併時の職員

数は６６１名と類似団体別職員数で約７０人の超過となっております。さらに、当市の財

政状況は、三位一体改革による地方交付税等の減少や平成16年度からの地域振興のため

の地方単独事業による財政調整基金の取り崩し、公債費、扶助費等の義務的経費の年々の

増大により、極めて厳しい状況となっており、今後も引き続き厳しい状況が続くと予想さ

れております。また、こうした状況に加え、少子高齢化による人口減少時代や災害への対

応、地域の独自性を発揮しうる分権型社会システム実現に向けた計画的な取り組み等、地

方行政は大きな転換期を向かえています。 

 このような状況下で、人件費の抑制を推し進め、財政運営を安定した軌道に乗せること

は、当市が取り組むべき必要不可欠な急務の課題であります。この課題を解消し、ボラン

ティアやNPO活動の活発化、指定管理者制度等を利用したアウトソーシングの推進、地

域協働の推進等、当市のあり方を再構築していく中で、「合併によるスケールメリットを

活かすことの出来る行政組織」、「最少の職員数で最大の効果をあげることの出来る行政

組織」の実現は、今後、当市が向かうべき将来像であり、実現に向けての重要な位置づけ

として職員数の適正化を図るものであります。 

Ⅱ 定員管理の現状 

（１） 現在の取り組み状況及び職員数の推移 

 合併前（平成17年1月10日）の関係５団体（4町及び一部事務組合１団体）の合計

職員数は６５６名であり、年度途中の合併のため各団体がそれぞれで平成1７年4月1

日採用の職員採用試験を実施し、平成１７年度の採用に向け新市では、緑町・西淡町・三

原町・南淡町合併協議会の確認事項である基本方針「退職者数の３分の２以下の採用」に

基づき、退職者３１名に対し１８名の採用（１３名の減員）を行い、平成17年4月1
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日の職員数は、６６１名となりました。 

  

部門別職員数の推移 

                                      （単位：人） 

部  門 区  分 

H15.4.1現在 

職員数 

（合併前各団

体の職員数の

合計） 

H16.4.1現在 

職員数 

H17.4.1現在 

職員数 

（南あわじ市） 

議会・総務・税務 179  181 191 

民生・衛生 188  187 177 

経済 75  75 64 

一般行政 

（普通会計） 

建設 41  37 43 

一般行政 職員数（小計） （A） 483  480 475 

教育 105  98 89 特別行政 

（普通会計） 
消防 1  1 1 

特別行政 職員数（小計） （B） 106  99 90 

公営企業等会計 公営企業会計・特別会計 （C） 122  122 96 

職員数（総合計）  （A）＋（B）＋（C） 711  701 661 

（臨時職員除く） 684 674 661 

※ 公営企業等会計は、病院、水道、下水道、その他（国保事業、介護保険、農業共済、国民宿舎

等）です。 

（２）定員モデルとの比較 

 住民基本台帳人口や世帯数、面積、事業所数、農家数、道路延長など地方公共団体の行

政需要に密接に関係すると考えられる指標と職員数との相関関係を多重回帰分析の手法

により分析し、これに基づいて各地方公共団体の参考となる職員数を自ら算出することが
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できるように、総務省によって作成された算式である「定員モデル」によると、当市の一

般行政職員数467名は、モデル試算値441名に比べ26名の超過となっています。 

 

モデル定数との比較表 

                                                        

（単位：人） 

部  門 区  分 
H17.4.1現在 

職員数 

モデル定数 

（合併のため暫定値） 

（第8次ﾓﾃﾞﾙによる） 

超過人数 

議会・総務・税務 187  164  23 

民生・衛生 176  164  12 

経済 62  72 △10 

一般行政 

（普通会計） 

建設 42  41 1 

一般行政職員数（合計） 467  441 26 

※ 定員モデルは、普通会計部門のうち一般行政部門に限定して職員数を比較する指標であるため、

普通会計部門のうちの特別行政（教育、消防等）や公営企業等会計の比較は出来ない。 

（３） 類似団体との比較 

 全国の市町村を、人口と産業構造を基準にいくつかのグループに区分し、そのグループ

ごとに普通会計部門の職員数を算出し、指標とした「類似団体別職員数」によると当市の

普通会計部門職員数564名は、類似団体491名に比べ73名の超過となっています。 

 

 

 

類似団体別職員数との比較表 

                                                         

（単位：人） 
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部  門 区  分 

H17.4.1現在 

職員数 

類似団体別職員数 

（Ｃ－Ⅰ型） 

超過人数 

議会・総務・税務 191  144 47 

民生・衛生 177  152 25 

経済 64  49 15 

一般行政 

（普通会計） 

建設 43  46 △3 

一般行政 職員数（小計） （A） 475  391 84 

教育 89  100 △11 特別行政 

（普通会計） 
消防 1  51 △50 

特別行政 職員数（小計） （B） 90  151 △61 

普通会計部門員数（合計） （A）＋（B） 565  542 23 

（消防除く） 564 491 73 

※ 類似団体別職員数は、普通会計部門の職員数を比較出来る指標であり、定員モデルでは分析出来ない教育

や消防も分析出来る特徴がある。 

Ⅲ 定員適正化の目標 

 当市の職員数は、定員モデル及び類似団体別職員数で示されているとおり、明らかに他

団体と比べて超過となっています。長引く景気の低迷により市税収入の伸びは期待出来ず、

また、三位一体改革に伴う税源の移譲が不透明な現状において、行政のスリム化は必要不

可欠であり、定員管理適正化の推進は、行政のスリム化における重要な位置を担うものと

考えられます。さらに、市町村合併により期待されている合併効果としての行政組織の合

理化、効率化を実現させるためにも定員適正化計画における職員数の削減は、合併直後で

ある当市が取り組まなければならない重要な課題であります。 

 定員モデルの算式は、３年毎に総務省により示されているものであり、これにより算出

されたモデル定数は、短期間、つまり概ね3年以内に達成すべき目標数値であると推察さ

れます。類似団体別職員数については、各団体の平均的な職員数を示したものであり、個々

の団体の特性は反映されていません。よって、各部門ごとに当市の特性と行政需要につい

て検証しつつ、アウトソーシングの推進、地域協働の推進等を踏まえた上で、参考とすべ

き指標であります。 
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 定員モデル及び類似団体別職員数によって算出された数値を参考とし、将来における分

権型社会システムへの移行に配慮した上で、定員適正化の目標数値を下記のとおりとしま

す。 

【定員適正化の目標】 

 

① 少子高齢化に伴う南あわじ市の人口動態、地域協働の推進等、分権型社会システムへ 

 の移行を考慮し、平成17年4月1日現在の職員数６６１人を基準として、今後、15 

年間、平成３２年4月1日までに職員数を１６１人以上削減します。 

② 今後５年間（平成17年度～平成21年度）の退職者数は５８人と、その後５年間（平 

成 22年度～平成26年度）の退職者１２6人に比べ少人数であるため、初めの５年間

の目標数値を４１人とし、その後５年間で６３人以上削減します。 

③ 本計画策定後、社会情勢の変化や地方分権のさらなる推進等に伴い業務量に大きな 

変化が生じた場合は、必要に応じて本計画を見直すこととします。 

 

 

 

【今後５年間の年次別適正化計画】 

                                                        

（単位：人） 

部門 内訳 
平成１６

年度 

平成１７

年度 

平成１８

年度 

平成１９

年度 

平成2０ 

年度 

平成２１

年度 

職員数 475   473   468   459   451 4４2 

対前年減員

数 
－ △２   △5   △9   △８   △9   一般行政 

累計減員数 － △２   △７   △1６   △2４   △3３   
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職員数 90   89   88   88   87 87 

対前年減員

数 
－ △1   △1   0 △1   0 特別行政 

累計減員数 － △1   △2   △2   △3 △3 

職員数 96   96   96   96 9４ 91 

対前年減員

数 
－ 0   0 0 △2  △3 

公営企業等会

計 

累計減員数 － 0   0 0 △2 △5 

職員数 661   658   652   643 632 620 

対前年減員

数 
－ △３   △6   △9   △11   △12   全部門合計 

累計減員数 － △３    △９ △1８   △2９   △4１   

 

【参考】 今後10年間の定年退職者数 

                                                          

（単位：人） 

  H17

年度 

H18

年度 

H19

年度 

H20

年度 

H21

年度 

H22

年度 

H23

年度 

H24

年度 

H25

年度 

H26

年度 

退職

者数 

1 6 13 20 18 29 21 19 27 30 

累 

計 

1 7 20 40 58 87 108 127 154 184 

Ⅳ 定員適正化の手法 

（１）人材育成 

 職員一人ひとりが、全体の奉仕者であることの自覚のもとに、常に職務に対して意欲を

持って取り組むことはもとより、住民に最も身近な行政サービスの担い手としての心構え
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やコスト意識、改革意識を持った時代の要請に応えうる人材を長期的かつ総合的な観点か

ら育成します。 

（２）アウトソーシングの推進 

 市が責任を持って直接実施しなければならない事務事業を除き、「民間で出来ることは

民間へ」を基本にアウトソーシング計画を別途策定し、指定管理者制度を活用した施設の

管理委託や事務事業の民間への転換を推し進める「委託化」や、市が実施している事務事

業や各種施設の実施主体を民間事業者に移管する「民営化」を推進します。 

（３）行政組織機構のあり方の検討 

 合併後の新市に対し住民が最も期待している行政のスリム化、健全化、効率化を出来る

だけ早期に実現するために、当市は分庁舎方式の組織でスタートし、合併後１年目に企画

管理・防災部門及び福祉部門の組織改正を実施したところであります。 

 今後も市民サービスの維持に留意しつつ、組織の効率化を図るため、庁舎等公共施設整

備検討委員会での公共施設に関する調査・協議経過等を踏まえながら、適正な行政組織機

構のあり方について検討を進めます。 

（４）事務改善 

 分庁舎方式による組織の円滑な運営と事務効率化のため合併時に電算システムの統合

を実施しております。また、国においては電子政府構築計画を策定し、行政の事務事業の

オンライン化や行政手続の簡素化、合理化に取り組んでいる。今後は、電算システム導入

の本来の目的である事務事業の効率化、コスト削減効果の観点から、既存システムを再評

価し、さらに、政府が e-Japan戦略の中で推し進めている電子自治体の構築に取り組み

つつ住民の利便性の向上と行政事務の合理化、簡素化を両立出来る電算システムの再構築

に取り組みます。 

（５）職員採用の抑制 

 三位一体改革による地方交付税等の減、地方単独事業による財政調整基金の取り崩し、

公債費、扶助費等の義務的経費の増大、平成１７年３月総務省によって示された「地方公
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共団体における行政改革の推進のための新たな指針」等、当市を取り巻く環境は、合併前

と比較して大きく変化しています。こうした状況を踏まえ、また、職員の適切な年齢構成

を考慮しつつ、社会情勢の急速な変化に対応するため、合併協議における職員採用基本方

針「退職者数の3分の2以下採用」を「退職者数の2分の１以下採用」に改め、合併前

に計画していた予定を上回るペースで職員数の削減に取り組みます。 

Ⅴ 臨時職員・パート職員・非常勤嘱託員について 

 当市の臨時職員、パート職員、非常勤嘱託員の総数は平成17年４月1日現在で329 

名であり、人口約３．２万人規模の市と同程度の職員数となっております。 

 臨時職員等の職員数が増大した理由としては、近年、増加傾向を示している保育時間延

長のための臨時保育士の増員、社会教育関係施設の管理運営、及び一部事務組合であった

旧三原郡広域事務組合の給食センター、清掃センター、福祉施設等の臨時職員も合併によ

り新市にその身分を引き継いだこと等が主な理由であると考えられます。 

 しかしながら、一般職員だけの比較でも類似団体と比べ約70名の超過となっている状

況下では、明らかに臨時職員、パート職員、非常勤嘱託員の職員数は超過していると考え

られます。よって、臨時職員、パート職員、非常勤嘱託員についても、一般職員と同様に

適正化を図る必要があります。 

 適正化への取り組みは下記のとおりとします。 

① 事務事業の見直しやアウトソーシングの推進によって職員数の削減に努めます。 

② 一般職員の配置を見直すことによって職員数の削減に努めます。 

③ 各部署で一般職員数を削減した場合や臨時職員等の自己都合退職により欠員が生じ

た場合でも安易に補充することなく、配置の必要性を十分に精査した上での採用とし、

基本的には、可能な限り職員数の削減に努めます。 

 

 


